
司法の場における発達障害者への適切な対応を求める意見書 

 

 平成２４年７月３０日、大阪地方裁判所において、アスペルガー症候

群と精神鑑定された被告の殺人事件で、検察官の求刑（懲役１６年）を

上回る殺人罪の有期懲役刑の上限となる懲役２０年の判決が言い渡され

た。判決文においては、被告人にはアスペルガー症候群の影響があるも

のの未だ十分な反省に至っておらず、また、アスペルガー症候群に対応

できる社会内の受け皿がない状況の下では再犯のおそれが更に強く心配

されることから、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深

めさせる必要があり、そうすることが社会秩序の維持に資するとするも

のであった。 

 この判決においては、アスペルガー症候群をはじめとする発達障害者

の特性が正しく理解されず、司法の場における量刑決定までの過程にお

いて適切な対応がなされていないという大きな問題を有するとともに、

発達障害者に対する偏見や差別を助長するおそれがあるとの意見も寄せ

られている。 

 よって、国においては、発達障害者に対する適正な裁判が行われるよ

うな制度を確立されるとともに、事件を起こした被告の社会復帰に向け

た支援体制を構築するため、次の措置を講じられるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 適正な裁判が行われるための対応 

（１） 捜査段階における心理・福祉等の専門家等による立会い 

（２） 取り調べにおける可視化 

（３） 公判段階における適正な手続きの確保 

（４） 司法・警察関係者の発達障害に対する理解の促進 

 

２ 事件を起こした被告への対応 

（１） 受刑中の発達障害者の特性に応じた処遇プログラムの提供 

（２） 専門的な医療施設の設置 

（３） 社会復帰を想定した支援体制の構築 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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